
 

●指定第２類医薬品注意喚起表示の例 

 

※薬局開設者は、指定第２類医薬品を販売する

場合は、需要者が「当該指定第２類医薬品の

禁忌を確認すること及び当該指定第２類医薬

品の使用について薬剤師又は登録販売者に

相談することを勧める旨」を確実に認識できる

ようにするために必要な措置を講じなければ

ならないこととなっています。 

掲載先：https://nichiyaku.info/assets/uploads/

member/iyaku/default_20220916_03.ppt 

 

 

 

 

 

 

 

●要指導医薬品・第１類医薬品のお知らせチラシ 

※需要者に対し、要指導医薬品、第一類医薬

品を購入の際には、薬剤師から確認があるこ

とや確認事項を知らせるチラシです。 

チェック欄が空欄になっているので、説明時の

チェックリストとしてもお使いいただけます。 

掲載先：https://nichiyaku.info/assets/uploads/

member/iyaku/default_20220916_05.pdf 

 

 

 

 

 

 

●市販薬の乱用防止ポスター 

※需要者に対し、市販薬の濫用防止の観点から

適正販売・適正使用を知らせるポスターです。 

掲載先：https://nichiyaku.info/assets/uploads/

member/iyaku/default_20220916_07.pdf 
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